
（新）アジア地域有害性評価手法等対策能力向上推進事業

１１百万円（ ０百万円）

環境保健部企画課化学物質審査室

１．事業の概要

化学産業において、近年、アジア諸国の台頭が著しいが、アジア諸国に

おいて、厳格な化学物質対策を講じるための技術や制度が十分に整ってい

る状況にはない。このため、アジア諸国において化学物質による環境汚染

のリスクが高まるとともに、有害化学物質を含む製品が我が国に輸入され

ることなどにより、国内でも環境汚染を引き起こすおそれがある。

そこで、国内対策を強化するだけでなく、我が国の化学物質対策の経験

を生かして、アジア諸国における化学物質対策の能力向上を促進し、各国

における適正な化学物質対策の早期実現を図る必要がある。

具体的には、アジア諸国における適切な化学物質対策の実現に向け、我

が国における有害性評価手法等について情報交換を進めるとともに、アジ

ア諸国の化学物質対策の実務者を対象にした試験施設の視察やその手法に

関する講習等を通じ、各国の化学物質対策能力の向上を図る。

２．事業計画

平成２３年度～

・アジア諸国における各国の有害性評価手法等比較検討調査

・途上国に向けた有害性評価手法等に関する講習の実施

３．施策の効果

アジア地域における化学物質対策に関する理解促進を加速化し、各国の

関係者の化学物質対策の実施能力向上を図ることで、アジア諸国における

適切な化学物質対策政策の実現に貢献し、地域全体の適切な化学物質対策

の確立に資する。



【新規】アジア地域有害性評価手法等対策能力向上推進事業
11( 0)百万円 [H23(H22)]

改正化審法附帯決議（2009年5月）
「アジアをはじめとする関係各国ともその実施スキー
ムの確立や登録情報の共有を図るなど、国際的な
協調の下に対策を推進し、本法に基づく化学物質
管理スキームが事実上の国際標準として受け入れ
られるよう努めること。」

→我が国における化学物質の有害性評価手法・GLP等に関する各
国間での情報交換を通じたアジア地域での対策能力の向上

【概要】
①アジア地域における各国の化学物質対策に関する比較検討

‐有害性評価手法・リスク評価手法
‐GLP及び生態毒性試験手法

②途上国の化学物質対策実務者（行政関係者中心）を対象とした有害性
評価手法等に関する講習の実施

アジア地域における適正な化学物質対策の実現

アジア諸国の台頭
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